
 

 
 

                       年  月  日 
 

特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度 

標章使用申請書 
 
一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 殿   
 
「一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度（安心Ｒ住宅制

度）標章使用規則」第四条第 1項に基づき、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度の標章の使用にあたり、
下記のとおり使用の許諾を申請します。 
「一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度（安心Ｒ住宅制度）

標章使用規則」及び「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度（「安心Ｒ住宅」）ロゴマーク使用ルール」を遵
守します。 
 

記 
 

会社名 
 

住 所 
〒 

代表者名 
                            ○印    

使用開始予定日  年    月    日 

使用目的 

 

 

 
---------------------------------（下記は、本協会において記入押印します）------------------------------------- 
 
受付日        年   月   日  

  

担当部署 
 

担当者氏名  

担当部署 

住 所 

※上記と異なる場合は必ず記入ください  

〒 

電話番号  FAX 番号  

Email ｱﾄﾞﾚｽ               ＠ 

別記様式第二号（第四条関係） 

年   月   日 

標章使用許諾証 

上記の申請について、本協会使用規則第 4 条により標章の使用を許諾する。 

                一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 

                                             ○印  

takashi.matsumoto
テキストボックス
01-05



ステキ信頼・流通会員 

各位 

一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協会 

事務局 

 

「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度（安心 R住宅制度）」 

にかかる標章の使用について 

 

 本協会は、国土交通大臣登録の「特定既存住宅情報提供事業者団体」となりました。 

これにより、本協会流通会員が関与する国が定めた基準を満たす一定の既存住宅流通物件につい

て、本協会に対して申請し許諾を受けることによって、国が認める「安心 R住宅」のロゴマーク

を当該物件の広告等に使用することができることとなりました。 

使用にあたっては、流通物件の調査等を行い、要件に適合していることを確認した上で、「特定

既存住宅情報提供事業者団体登録制度（安心Ｒ住宅制度）標章使用規則」に定める様式により本

協会あてにロゴの使用をご申請ください。 

「安心 R住宅」のロゴマーク使用できる既存住宅の要件は下図のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細については、今後ガイダンス等実施することとしていますので受講をお願いします。 

 

[添付資料] 

１．マンガ「安心Ｒ住宅制度」         https://www.mlit.go.jp/common/001215761.pdf 

２．マンガ「安心Ｒ住宅調査報告書」      https://www.mlit.go.jp/common/001220614.pdf 

３．住宅リフォーム工事の実施判断の基準 

４．安心Ｒ住宅制度規則 

５．特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度（安心Ｒ住宅制度）標章使用規則 

６．「安心 R住宅」ロゴマーク使用マニュアル https://www.mlit.go.jp/common/001233049.pdf 

※国交省ＨＰよりダウンロード可能です 

 




